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障害があっても安心して暮らせる社会を！！
障害者自立支援法訴訟の第1回口頭弁論、東京地裁ではじまる
熱気あふれる報告集会に約３００名が参加、運動の前進を確認する！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

運動を広げ

自立支援法訴訟、口頭弁論に参加した傍聴者の声
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　９月７日、障害者自立支援は憲法違反だと訴えた支援法訴訟の第１回口頭弁論が東京地裁で行なわれました。


　冒頭、手話通訳者が法廷内で立って手話をすることについて裁判所は理解できず、原告・弁護団は抗議しました。今回は認めました。


　支援法の違憲性を追求！


　原告弁護団の竹下弁護士、藤岡弁護士。黒嵜弁護士の意見陳述で「支援法は障害が重くなるほど重い個人負担を強いる制度」「生存権や幸福追求権の侵害にあたり違憲だ」「障害があっても安心して暮らせる社会をつくることが訴訟の目的だ」と述べました。








原告の補佐人・母親が感動の意見陳述


弁護士の陳述の後、原告深山さんの補佐人である母親ヨシエさんが意見陳述をしました。


「息子が三〇歳になった頃、生活寮をつくるという話を聞き、すぐに入所をお願いした。息子を山形の入所施設から東京に呼び戻すことができた。通所施設にも通い、笑顔も出るようになった。貧しいながらも希望が持てる生活になった。


しかし、自立支援法で再び不安な生活に戻されてしまった。一ヵ月で二万四六〇〇円の応益負担が必要になった。将来の見通しが一気に崩された。がむしゃらに頑張ってきたが限界だ。裁判所は障害者と家族の実態をきちんと見て欲しい」と訴えました。











東京地裁報告集会に三００名！


口頭弁論後、報告集会が開かれ、各弁護士から公判の内容の報告、原告からの報告、裁判を傍聴した福島智東大教授ら３名からの感想、そして第三次提訴の原告からの決意表明がありました。約三００人が集会に参加し、今後の運動の前進を確認しました。次回の口頭弁論は来年一月二五日開かれます。





原告の付き添いとして、原告席に座った。原告の一郎さんは知的障害で多動な方なので、法廷にはずっといられないだろうと事前に法廷中の出入りの許可を受けて参加した。１１時２０分にやっとはじまり、弁護団の意見陳述から始まった。弁護団は原告席からの発言だったが、原告の母親の深山さんは裁判官の正面に立って発言された。彼女の意見陳述は、本番が一番良かった。「一郎はわたしの宝です」のことばを聞いて、これまでのお母さんと一郎君の暮らしてきた姿がよみがえってきた。地域に戻ってきて本当によかったと改めて感じた。一郎さんは３０分以上も椅子に座って、話を聞いていた。こんなおとなしい彼の姿を見るのもはじめてだった。（磯部光孝）








９月７日、東京地裁で開かれた「障害者自立支援法訴訟」第１回口頭弁論を傍聴しました。当日は、５０余傍聴席に対して希望者が１４１人だったため抽選となりました。冒頭、手話通訳対象者が少ないので隣の席で通訳するようにとの裁判長の発言でもめました。私はこんなレベルの裁判長でまともな判断ができるのだろうかと思いました。


原告の陳述では障害者をもつ母親が、子どもの成長の経過や自立支援法ができてから自己負担が増え、生活を圧迫していることを訴えました。工賃が月２０００円で施設使用料などを負担すると、障害者手当などではまかないきれないと訴えていました。


私は５年前に携帯用拡大読書器を（価格約１７万円）、２年前にはプレクストークを（価格約８万５千円）購入しましたが、自己負担は同額でした。（つまり自己負担は自立支援法前の約２倍です）障害の重いほど負担が重くなる応益負担の撤廃と、障害者権利条約の理念に沿った支援法ができればいいなと思いました。　　


栗山　健（東京視覚障害者協会会長）








　各地の取り組み


　


「違憲」と岡山地裁に提訴


自立支援法は憲法に違


反するとして、岡山県の


清水博さんが八月二五日


国家賠償などを求め、岡


山地裁に提訴しました。


　「車椅子の修理費だけ


で二万一八〇〇円の自己


負担で、苦しい思いをし


た。普通に道や自宅の中


を移動するのにも応益負


担がかかる」と訴え、


「自立支援法はいったん


廃止に」と提訴の決意を


語りました。


裁判勝利へ福岡で宣伝


　障害者自立支援法訴訟


の勝利をめざす福岡の会


は九月六日、福岡市の繁


華街で支援法の廃止・訴


訟への支援を求める宣伝


行動を行ないました。


　宣伝行動では障害のあ


る人や障害関係団体の人


たちがリレートークで


訴えました。


係者





　速報


　９月２４日付の毎日新聞によると「【障害者自立支援法訴訟】国が争う姿勢を転換へ」と記事が掲載。これまで全面的に争ってきた国の姿勢が長妻昭厚生労働大臣が１９日、同法の廃棄を明言したことを受け、早ければ、２４日の広島地裁で撤回を表明するもよう。





　運動


　９月１９日、厚労大臣の「自立支援法廃止の表明」を受けて、あらたな福祉法をつくる機会が訪れようとしています。しかし、厚労省の抵抗も、「廃止すれば混乱する」と動揺をあっています。ぜひ１０月３０日には日比谷野音に集まり「みんなのための法律」を実現しましょう。





障害者自立支援法


厚労相廃止を表明！！


夏の総選挙の結果、自立支援法の廃止を公約した鳩山政権が誕生しました。


　長妻昭厚生労働相は九月十九日、福祉サービスに原則一割の自己負担を課している障害者自立支援法を廃止する意向を表明しました。


　全国で取り組まれた様々な行動や大フォーラムなど粘り強い運動の成果です。


自立支援法訴訟は、司法の場で「障害者福祉に応益負担は違憲」だという判断を求めるもので引き続き大きな意味があります。十月一日に第三次提訴が行なわれます。自立支援法を廃止し、新しい制度の確立のため、多くの人たちと連携し運動を広げましょう。








